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住宅団地再生のイメージ
○ 主として⾼度経済成⻑期に開発された住宅団地については、急激な⼈⼝減少・少⼦⾼齢化、住宅・施設の⽼朽化、必要なサービスの提供や都市機
能の低下等の様々な課題が顕在化しており、全国的にそれらの住宅団地の再⽣は急務となっている。

○ そのため、所要の制度改正等により、住宅団地の再⽣をこれまで以上に推進・深化することとする。

○ ⾼齢者世帯や⼦育て世帯などのすべての居住者
が、安⼼して活⼒ある⽣活を送ることができる
ような、地域コミュニティが形成され活性化す
る“住宅団地”

○ ⾃治体や⺠間企業のサポートも受けつつ、地域
のために主体的に活動する組織・リーダーが活
躍する“住宅団地”

○ 既存の住宅・建築物や公共インフラを活⽤し、
居住者のニーズや⽣活スタイルに合った⽤途、
例えば、コミュニティ拠点、テレワークスペー
ス、⽣活⽤品の販売店、福祉拠点、地域交通・
地域物流の拠点等の⽤途が柔軟に導⼊される“住
宅団地”

○ ⾃家⽤⾞がない居住者の移動などの⼩規模需要
に対応した交通や宅配のラストワンマイルの確
保、いずれは⾃動運転や⾃動配達等も導⼊され
る“住宅団地”

○ ⾃宅にいても、介護・医療等に加え、⾒守りや
⽣活相談等のサービスが⼗分に受けられる“住宅
団地”

○ 住宅団地の⾼い魅⼒が伝わり、⼦育て世帯等の
新しい世帯が転居してくるような、円滑に世代
交代が進む“住宅団地”

⽬指すべき住宅団地像

地域交通の利便増進
（地域再⽣法） 住⺠によるコミュニ

ティバスの運⾏

福祉の増進（地域再⽣法）
●有料⽼⼈ホームの開設、
介護予防サービスの実施
に関する届出等の⼿続き
の特例★
利便性の⾼い場所に⽼
⼈ホームを整備

●コミュニティバスの導
⼊、貨物運送の導⼊に
関する許可等の⼿続き
の特例★

●⾃家⽤有償旅客運送の
導⼊に関する登録⼿続
きの特例を創設★

地域コミュニティ・活動の推進
（地域再⽣法）
（住宅市街地総合整備事業（住宅団地ストック活⽤型）等）

●協議会活動等へのソフト⽀援
●既存の住宅・建築物や公共施設の
改修への⽀援

多様な⽤途の導⼊の促進（地域再⽣法）

●建築物の⽤途規制の緩和⼿続きの特例★
●都市計画決定・変更⼿続きの特例★
●建築物の⽤途規制の緩和⼿続きの簡略化★
●廃校の⾼さ規制の緩和、⾮住宅への転⽤の
際の容積率の緩和の特例を創設

●都市公園の占⽤許可⼿続きの特例を創設★
●廃校の低廉貸付を法律に位置づけ

廃校をコミュニティ拠
点に改修

公園の⼀部で⽇⽤品販
売のマルシェを開催

空き家を地域住⺠が集
うカフェに改修

●地域再⽣推進法⼈の位置づけ
●地域再⽣推進法⼈による、地域
住宅団地再⽣事業計画の提案制
度を創設

活動拠点の確保地域コミュニティ活動の活性化計画提案制度の創設

地域活動の充実・住環境の向上

★は、⼿続きのワンストップ特例（地域住宅団地再⽣
事業計画に必要事項を記載し所⽤の⼿続を経て公表する
ことで⼿続を簡略化 2



１．地域再⽣制度及び地域住宅団地再⽣事業について
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①新しい地方経済・生活環境創生交付金（第２世代交付金）（R6創設）

（注）デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ／地方創生拠点整備タイプ）
（R4創設）等を新たに位置付けたもの。

（注）R6改正で、民間事業者が公共的施設等の整備を行う場合についても、地方公共団体が
第２世代交付金を活用し補助する場合には、地方負担分を地方債の起債対象とすること
とした。

②企業版ふるさと納税（まち・ひと・しごと創生寄附活用事業） （H28創設）

③地域再生支援利子補給金（H20創設）

④企業の地方拠点強化の促進に係る課税の特例等

（地方活力向上地域等特定業務施設整備事業） （H27創設、H30改正、R6改正）

⑤地域再生エリアマネジメント負担金

（地域来訪者等利便増進活動計画）（H30創設）

⑥商店街活性化促進事業 （H30創設）

⑦「小さな拠点」の形成に係る手続・課税の特例
（地域再生土地利用計画） （H27創設）（小さな拠点税制）（H28創設、H30改正）

⑧生涯活躍のまち形成事業 （H28創設）

⑨地域住宅団地再生事業（R1創設、R6改正）

⑩既存住宅活用農村地域等移住促進事業（R1創設）

⑪民間資金等活用公共施設等整備事業

（民間資金等活用事業推進機構（PFI推進機構）の業務特例）（R1創設）

⑫補助対象施設の有効活用

（財産処分制限に係る承認手続の特例）（H17創設）

等

主な支援措置メニュー主な支援措置メニュー
○地域再生法（平成17年法律第24号）

地域再生制度の概要

○地方公共団体が作成する地域再生計画を内閣総理大臣が認定し、
認定計画に基づく措置を通じて、自主的・自立的な地域の活力の再
生に関する取組を支援

○地域再生の施策は、「就業の機会の創出」「経済基盤の強
化」「生活環境の整備」が３本柱

○地域再生法は、各府省横断的・総合的な施策を載せる共通プ
ラットフォームとして機能

○計画認定には、地域再生基本方針（閣議決定）への適合を確認

 平成17年の法制定以降、９度の法改正（H19,20,24,26,27,28,30,R1,6）により、支援措置メニューを充実
 特に、平成26年からの地方創生の流れに呼応し、支援措置メニューの強化が加速
 地方創生全体の方向性を定める「まち・ひと・しごと創生法」（平成26年法律第136号）と、

個別地域における具体的な支援措置を提供する「地域再生法」の２法が両輪となって地方創生を推進

○地域再生計画
の認定プロセス

作成

地域再生計画
（これまで14,298件を認定(～Ｒ７.９)）

認定

支援

国

計画申請は年３回
申請から３月以内に認定

地 域

民間事業者、NPO等 地域住民

地方公共団体
内閣総理大臣認定
関係行政機関の同意
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①申請 ②認定

④提案を
受けて作成

⑥公表

⑤協議

○建築物の整備方針に適合すれば特例
許可を受けて用途地域で規制された
用途の建築物を建築することが可能

○団地再生に必要な用途地域の変更等
の都市計画の決定・変更等を本計画で
実施

○有料老人ホームを開設する場合の知事
への事前届出が不要

○介護事業者としての指定があったものと
みなす（事業者の申請が不要）

○コミュニティバスの導入や物流共同化等
の事業計画について国交大臣の認定を
得ることで個別の許認可・届出が不要

(2)関係者全員が一堂に会することで
総合的・一体的な施策の合意形成を
スピーディに

(3)事業実施に当たって支援が
受けられる

・必要な個別の手続（同意、指定、
届出等）が不要に
（ワンストップ化）

・許可が必要な場合、予見可能性
が向上

・必要なノウハウの提供などの
ソフト面の支援

(1)住宅団地に限定した区域の設定が可能

○UR（都市再生機構）による市町村へのノウハウ提供

【住宅団地をめぐる状況・課題】
〇 住宅団地は高度成長期を中心に大量に供給され、5ha以上の規模に限っても、全都道府県に

約3,000団地※が所在。
〇 多くの団地で住民の高齢化が進行し、空き家の発生等が懸念される。また、住居専用地域の

指定を受けていることが多く、建築可能な建築物が限定される。

【令和元年改正 - 高度成長期型のまちから、多世代・多機能のまちへの転換】
市町村が、区域を定めて、多様な主体と連携して住宅団地再生のための総合的な事業計画を
作成する、「地域住宅団地再生事業」を創設

住宅団地に介護、移動・配達支援、
コワーキング等のサテライト拠点を
整備した事例（三木市緑が丘地区）

み き し

小学校跡にオフィス等を含む多世代
交流拠点施設を整備した事例
（春日井市高蔵寺ニュータウン）

か す が い し こ う ぞ う じ

手続のワンストップ化

地
域
再
生
推
進
法
人

（
住
宅
団
地
再
生
に
取
り
組
む

民
間
団
体
等
）

③提案

○建築物の整備方針に適合すれば
学校の用途を変更した場合にも
引き続き高さ制限の適用を除外

○建築物の整備方針に適合すれば
住宅の用途を変更した場合に住宅
として適用されていた容積率の緩和
措置を引き続き適用可能

○本計画に基づく日用品に係る露店
等の施設による都市公園の占用は
原則として許可

等

＜拡充＞

【戸建分譲住宅団地の年齢階層の推移のイメージ】

【令和６年改正 - 官民共創の取組による、既存ストックの有効活用の促進】
地域住宅団地再生事業を拡充し、地域再生推進法人から市町村に対する計画作成等の提案
を可能とするほか、各種特例を追加

地域再生計画

国（内閣総理大臣）

市町村

地域住宅団地
再生事業計画地

域
再
生

協
議
会

令和６年４月19日改正地域再生法公布
（令和６年10月１日施行）
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「地域住宅団地再⽣事業」の概要（令和６年改正）

【生活利便施設や就業の場、福祉施設等の多様な用途・機能の導入例】

※データ出典︓H30国⼟交通省調査（5ha以上の住宅団地を対象）

事業実施までの手続 地域住宅団地再生事業のメリット
特例・支援の内容

地域住宅団地再生事業の創設・拡充の経緯



「地域住宅団地再⽣事業」の対象区域（住宅団地再⽣区域）について

自然的経済的社会的条件からみて一体的な日常生活圏を構成していると認められる、住宅の需要に応
ずるため一体的に開発された相当数の住宅の存する一団の土地及びその周辺の区域であって、当該区
域における人口の減少又は少子高齢化の進展に対応した都市機能の維持又は増進及び良好な居住環
境の確保（住宅団地再生）を図ることが適当と認められる区域。

〇具体的には、地方公共団体の判断により、柔軟な区域設定が可能。

〇一体的な日常生活圏を構成していると認められるものであれば、
一体的に開発されたいわゆる住宅団地の区域だけでなく、
その周辺の住宅地や商業・業務地、公共施設用地等を含めることができる。

地域住宅団地再生区域（地域再生法第５条第４項第11号）

〇面積や住宅戸数、住宅のタイプ、住宅の管理主体などによる限定はない。
このため、例えば、公的賃貸住宅団地や民間戸建分譲住宅団地なども対象となる。

＜区域のイメージ＞

＜戸建住宅団地＞

＜集合住宅団地＞
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※一例としてのイメージであり、これよりも小規模なものや、集合住宅のみ又は
戸建てのみの団地なども対象となりうる。



住居専用地域建築物整備促進事業

特別用途地区建築物整備促進事業
地区計画等建築物整備促進事業

都市計画建築物等整備促進事業

特別用途地区等内の用途規制を条例で緩和
する場合には国交大臣の承認が必要

住宅団地再生道路運送利便増進事業
住宅団地再生貨物運送共同化事業

有料老人ホームを整備する事業

居宅サービス事業 等

・用途地域の制限に係る許可の特例

許認可等を受けたものとみなす

事前届出不要

指定があったものとみなす

特例許可の観点追加
・計画に記載した基本的方針に適合
特例許可の手続合理化
・※の手続を経た場合には、計画公表後の
許可申請時における公聴会開催、建築審査
会同意の省略が可能

・有料老人ホームの届出の特例

・居住サービス事業等に係る指定の特例

・一般旅客自動車運送事業の許可等の特例、
貨物利用運送事業法の特例

建築基準法第48条の特例許可（観点）
・良好な住居環境を害さない
・公益上やむを得ない
48条の特例許可（手続）
・公聴会開催・建築審査会の同意

有料老人ホームを設置しようとする者は、
都道府県知事に事前届出が必要

居宅サービス事業等の介護保険の事業を
実施する場合、都道府県知事等の指定が必要

事業者が個々に認可手続等を行う必要

講じられる措置（原則→特例措置）

・都市計画の決定等の特例

決定又は変更みなし

・特別用途地区等に係る承認の特例

承認があったものとみなす

任意的記載事項

多
様
な
用
途
の
導
入

※一部を除く。

「地域住宅団地再⽣事業」の全体像

都道府県知事への協議等を経て、
都市計画の決定又は変更をする必要

特定区域住宅用途変更
特定建築物整備促進事業

特定区域学校用途変更
特定建築物整備促進事業

特定区域学校用途変更
特定施設運営事業

特定区域都市公園活用
生活利便確保事業

住宅団地再生自家用有償旅客運送

・建築物の容積率の算定に係る認定の特例
特定の用途の建築物に限り、容積率の算定
に当たって、一部の床面積を算入しない

・建築物の高さの限度に係る許可の特例
学校等であって、その用途上やむを得ないと
認めて特定行政庁が許可したものには、高さ
の制限を適用しない

・都市公園の占用の許可の特例

・自家用有償旅客運送の登録等の特例

都市公園に公園施設以外の施設等を設けて占用
しようとするときは、公園管理者の許可が必要

自家用有償旅客運送を行おうとする者は、
国土交通大臣の登録が必要

地域再生推進法人が廃校（普通財産）の低廉貸付け等（条例又は議会の議決が必要）を受けて施設
の運営ができる旨規定（地方自治法の確認規定）

当該不算入部分を有する住宅の用途を変更
する際に、住宅団地再生を図るためにやむ
を得ず、交通上、安全上、防火上、衛生上支
障がないと認められる場合は、引き続き当
該部分の床面積を算入しない

当該許可を受けた学校の用途を変更する際
に、住宅団地再生を図るためにやむを得ず、
低層住宅における良好な住居環境を害する
おそれがないと認められる場合は、引き続き
高さ制限を適用しない

公園管理者は、事業計画に基づく日用品販
売等のための占用が技術的基準に適合す
る場合には、許可を与える

登録等を受けたものとみなす

事

業

計

画

公

表

公
聴
会
開
催
、

建
築
審
査
会
同
意※

大
臣
同
意

都市計画
審議会へ
の付議等

公告・縦覧

条例又は
議会の議決

公園管理者
同意

都道府県
知事同意

公告・縦覧

大臣同意

実
施
計
画
作
成
・

大
臣
認
定

介
護
サ
ー
ビ
ス
等
の

提
供

交
通
手
段
の
確
保

地域住宅団地再生事業計画

地
域
再
生
計
画
の
認
定
を
受
け
た
市
町
村

地域再生
推進法人
（住宅団地
再生に取り
組む民間団
体等）

指
定

計
画
の
素
案
作
成
・

提
案

地域再生協議会
・市町村
・都道府県知事
・地域再生推進法人

・計画に記載される
事業の実施者 等

提案を受けて
計画作成

協議・
合意形成

都市再生機構
（UR）
計画作成や事業の
実施に必要な調査、
調整、技術の提供

委託

支援

新

新

新

新

新

拡
充
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概要

○ 各住居専用地域における用途規制は、特定行政庁が一定の手続を経た上で、「住居環境を害するおそれがない」又は「公
益上やむを得ない」と認めた場合に限り、特例許可によって緩和することができるが、個別に慎重な判断が必要。

〇 現行地域再生法の特例措置により、認定市町村が「建築物の整備に関する基本的な方針」を記載した地域住宅団地再生
事業計画を作成・公表したときは、特定行政庁は、「当該方針に適合すると認める場合」にも特例許可を行うことが可能。

〇 今般、認定市町村が事業計画を作成プロセスで、事前に特例許可に必要な手続（公聴会の開催・建築審査会の同意）を行
うことを可能とし、特例制度の更なる円滑化を図る。

特例許可手続

国土交通大臣の同意を得て、
「建築物の整備に関する基本的な方針」が記載された

地域住宅団地再生事業計画を作成・公表

【認定市町村】

改正の内容

用
途
変
更

（活用イメージ）
〇事務所の立地が制限されている第一種低層住居専用地域で

廃校をコワーキングスペース等への用途変更を許可

公聴会の開催

特例許可

特例許可申請

【建築主等】

【特定行政庁】

【特定行政庁】

建築審査会の同意

【特定行政庁】

＜特定行政庁が許可できる場合＞

◇各用途地域の住居環境を害するおそれがないと認め
る場合

◇公益上やむを得ないと認める場合

◆地域住宅団地再生事業計画に定められた基本的方針
（用途地域の指定の目的に反しないものに限る。）に
適合すると認める場合
＜令和元年の改正において措置済の特例＞

今回改正の効果
※の手続を経た
場合に省略可能

※ 計画案について、公聴会による意見聴取をし、
建築審査会への同意を得ることが可能。

住居専⽤地域建築物整備促進事業（第17条の40：⽤途地域の制限に係る許可の特例）拡充
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概要

○ 建築基準法の容積率の算定にあたっては、建築物の用途に応じて一部の床面積を算入しない緩和措置（共同住宅の共
用廊下、駐車場等）が設けられている。このため、住宅の用途を変更して、特定建築物（日常生活に必要な施設の用途に供
する建築物）にしようとすると、これらの緩和措置を使えず、既存住宅をそのまま活用できない場合がある。

○ 認定市町村が、「特定建築物の整備に関する基本的な方針」が記載された地域住宅団地再生事業計画を作成・公表したと
きは、特定行政庁は、「容積率が算入されない部分を有する住宅の用途を変更して、基本的な方針に適合する建築物」とす
る場合において、引き続き、当該部分を容積率に算入しないこととするための特例認定を行うことができることする。

特例認定手続

特例認定
（建築基準法第52条第６項第３号）

計画案の公告・縦覧等を経て、
「特定建築物の整備に関する基本的な方針」が

記載された地域住宅団地再生事業計画を作成・公表

用
途
変
更

特例認定申請

【認定市町村】

【建築主等】

【特定行政庁】

（活用イメージ）

１階を事務所に転用

＜特例認定の対象＞

①従前が容積率に算入されない部分を有する住宅で、

②用途を変更して「基本的な方針」に適合する建築物とする場合における当該部分

③(1)かつ(2)と特定行政庁が認めるもの

(1)住宅団地再生を図るためにやむを得ない

(2)交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない

改正の内容

共同住宅

用
途
変
更

戸建住宅 車庫をコミュニティカフェに転用

＜特例認定の効果＞

認定を受けた部分は、引き続き、

容積率に算入されない

特定区域住宅⽤途変更特定建築物整備促進事業（第17条の43：容積率の算定に係る認定の特例）

新

9



○ 建築基準法の第一種低層住居専用地域等における建築物の高さの制限は、「学校等であって、その用途上やむを得ない」
と特定行政庁が認めて許可した場合に限り、適用除外することができる。

○ 一方で、当該許可を受けた学校が廃校となり、用途を変更して、特定建築物（日常生活に必要な施設の用途に供する建
築物）にしようとすると、当該制限が支障となり校舎等の既存建築物をそのまま活用できない場合がある。

○ 認定市町村が、「特定建築物の整備に関する基本的な方針」が記載された地域住宅団地再生事業計画を作成・公表したと
きは、特定行政庁は、「許可を受けた学校の用途を変更して、基本的な方針に適合する建築物」とする場合において、引き続
き、当該建築物の高さ制限を適用除外するための特例認定を行うことができることとする。

特例認定手続

計画案の公告・縦覧等を経て、
「特定建築物の整備に関する基本的な方針」が

記載された地域住宅団地再生事業計画を作成・公表

【認定市町村】

（活用イメージ）

廃校 地域の交流拠点

改正の内容

特例認定
（建築基準法第55条第４項

第２号）

特例認定申請

【建築主等】

【特定行政庁】

用
途
変
更

＜特例認定の対象＞

①建築基準法第55条第４項第２号の許可を受けた学校で、

②用途を変更して「基本的な方針」に適合する建築物とする
場合における当該建築物

③(1)かつ(2)と特定行政庁が認めるもの

(1)住宅団地再生を図るためにやむを得ない

(2)低層住宅に係る良好な住居環境を害するおそれがない

＜特例認定の効果＞

認定を受けた建築物は、引き続き、高さ制限を適用しない

概要

特定区域学校⽤途変更特定建築物整備促進事業（第17条の44：⾼さの限度に係る許可の特例）新

10



「地域住宅団地再⽣事業」ホームページについて

地域住宅団地再生事業に関して、「各種特例措置等の詳細」や「全国の住宅団地再生の取組」をまとめ
たガイドラインのほか、「住宅団地再生に活用可能な支援制度」や「地域再生計画・地域住宅団地再生事
業計画の記載例」等を掲載している。

11
※デザインは現時点版のため、変更となる場合がある。



２．住宅団地再⽣の取組事例
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廃校の既存校舎を活⽤しサテライトオフィス等を整備し、
校庭にお試し賃貸住宅、⾼齢者介護事業所等を新設

地域住宅団地再⽣区域（約67.7ha）
※⾚枠

埼⽟県⼩川町「東⼩川住宅団地地域住宅団地再⽣事業」の概要

学校跡地にサテライトオフィス、お試し賃貸住宅、⾼齢者介護事
業所等を整備・導⼊するとともに、空き家などの利活⽤を促すこと
で、住宅団地の既存ストック活⽤・多様な主体との連携による住
み続けられるまちづくりを⽬指す。

＜事業計画記載の事業内容＞
①コワーキングスペース、サテライトオフィスの整備
②レンタルキッチン・カフェスペース等の整備
③移住促進のためのお試し居住⽤賃貸住宅の整備
④⼦育て⽀援施設の整備
⑤⾼齢者介護事業所等の整備
⑥交通⼿段維持・確保のためのバス事業者への補助
⑦デマンドタクシー運⾏事業
⑧通勤者座席指定券購⼊費の補助
⑨空き家バンク、空き家活⽤促進事業
⑩観光案内所運営・移住サポートセンター事業
⑪⼩川町SDGsまち×ひとプロジェクト
⑫元気な農業応援事業 ※①〜⑤を学校跡地に整備

「東⼩川住宅団地の多世代共⽣・持続可能なまちづくり」

＜経緯＞
昭和56年 ⺠間事業者が⼤型住宅団地として開発（約67.7ha）
昭和58年 東⼩川⼩学校開校
平成4年 上野台中学校開校
平成23年 上野台中学校閉校

学校跡地活⽤を検討するも⽤途地域による制限が課題
令和2年 東⼩川⼩学校が3年以内に他校に統合されることにより

学校跡地を活⽤した住宅団地再⽣を政策決定
⺠間中⼼の施設整備とし、学校跡地に導⼊する⽤途を検討

令和3年3⽉ 地域再⽣計画認定
令和3年 学校跡地の事業者公募・地域再⽣協議会設置
令和4年3⽉ 地域住宅団地再⽣事業計画作成・公表
令和4年4⽉ 東⼩川⼩学校閉校
令和4年8⽉ 学校跡地の⽤途地域を変更

第⼀種低層住居専⽤地域（80/50）→第⼀種住居地域（200/60）
令和4年〜 学校跡地の施設整備開始
令和6年6⽉ 地域住宅団地再⽣事業計画変更

＜地域再⽣協議会構成員＞
・⼩川町
・埼⽟県
・事業者(介護事業者)
・地域住⺠(⾃治会⻑・区域代表者)

コワーキングスペース

レンタルキッチン（菓⼦製造業・飲⾷店営業）

共⽤スペース（ラウンジエリア）

ドローンスクール/⼩学校スタジオ

13



地⽅創⽣における住宅団地の再⽣事例【神奈川県横浜市 上郷ネオポリス】
○昭和45年頃からニュータウン開発が進み、現在は高齢化が進行し、空き家の発生懸念。
○自治会を中心に多主体が連携したまちづくりを展開。

・自治会と民間事業者が協定締結（平成28年）、民間事業者と市が協定締結（令和2年）。
○民間事業者がまちの拠点を整備し、住民主体の運営・新たなサービス・生きがい創出などに取り組む。

・建築基準法第48条ただし書き許可を取得し、第一種低層住居専用地域にコンビニ併設型コミュニティ施設を整備。
・住民団体が立ち上げた一般社団法人がボランティアを募集し施設内外の美観整備やイベントの企画・運営を実施。

第一種低層住居専用地域に、建築基準法48条ただし書
き許可を取得し「コンビニ併設型コミュニティ施設」を整備。
地域住民が気軽にくつろげる憩いの空間を創出。

グリーンスローモビリティ
実証実験

戸建住宅団地の街並み 移動販売イベント・買い物での賑わい

14



学校は特定⾏政庁の許可を受けて⾼さ制限が緩和
→10m/12mを超える⾼さが建てられる

本来は、⾼さ
10m/12mまでの建
物しか建てられない

学校が廃校になってしまい、
学校を他の⽤途に活⽤しよう
とすると学校ではなくなり、⾼
さ制限の緩和を受けられない

低層住居
専⽤地域

改正地域再⽣法により、廃校を
団地再⽣のための⽤途に変更す
る場合であれば引き続き⾼さ制
限の緩和を受けることが可能に。

取り壊さないと
いけない？

事務所として
使えない？

協議会で団地再⽣の
事業計画を作ろう！

※「学校」を低層住居専⽤地域で不可とされている⽤途にする場合は、別途特定⾏政庁の許可を受けることが必要。この際、総合的・⼀体的な事業計画を作成するこ
とで各事業をワンストップで措置することが可能。スピーディに住宅団地再⽣を実現。

産後ケア

シェアオフィス

保育園こども⾷堂カフェ コンビニ

コワーキングスペース

診療所介護事業所 ⽼⼈福祉センター

新しい地⽅経済・⽣
活環境創⽣交付⾦
第２世代交付⾦
（拠点整備事業）

財政⽀援

⾼さ制限

＜廃校を複合施設に整備(イメージ)＞

や既存の国庫補助⾦
などを組み合わせた取
組や拠点整備を⽀援

多世代の
交流

住み続け
られるまち

職住育
近接

※基本的⽅針が記載された事業計画を公表後、
特定⾏政庁は特例認定を⾏うことができる。

※

廃校を活⽤し、地域住⺠が活⽤できるコワーキングスペース、カフェ、⽇⽤品販売店舗
のほか、診療所や産後ケア、保育園、こども⾷堂などを整備。
⇒地域交流機能を集約し、地域コミュニティが活性化することで団地再⽣を推進。

15

【地域住宅団地再⽣事業】廃校になった学校の活⽤イメージ



本来は、住宅など

の用途しか建てら

れない

空き家になってしまい、
住宅以外の⽤途にし、活⽤し
ようとすると⽤途制限により、
個別に許可を要し、⼿続きに
時間もかかる低層住居

専⽤地域

改正地域再⽣法により、団地再
⽣事業計画にあらかじめ記載さ
れた⽤途については、迅速な許
可⼿続きが可能に。

使わない空き家が
あるけどどうしよう・・・

地域のために
使えない？

協議会で団地再⽣の
事業計画を作ろう！

※共同住宅の空室を他の⽤途に変更する場合、共⽤廊下部分等の⾯積が容積率の算定に算⼊されるが、団地再⽣のための⽤途に変更する場合であれば引
き続き共⽤廊下部分等を容積率算定の⾯積に算⼊しないことが可能

住宅市街地総合整
備事業（団地ス
トック活⽤型）や
空き家総合事業等
により、整備を⽀援

空き家を活⽤し、地域住⺠が活⽤できるコワーキングスペース、カフェ、⽇⽤品販売店舗のほか、こど
も⾷堂などを整備。地域交流機能を集約し地域コミュニティが活性化することで団地再⽣を推進。

財政⽀援

⽤途制限

＜空き家の活⽤例(イメージ)＞
多世代の
交流

住み続け
られるまち

職住育
近接

ミニデイサービス 保育等を行う子育て支援拠点 まちの魅力発信拠点施設コワーキングスペース
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【地域住宅団地再⽣事業】空き家になった住宅の活⽤イメージ



住宅団地が抱える課題

⼩規模店舗を誘致して
⽣活利便施設を整備

団地内の
商店の閉鎖

新しくつくる

第⼀種低層住居
専⽤地域には店舗を
建てることができない

マルシェを開催して
⻘果や⽇⽤品などを販売

既存の住宅の空き室などを活⽤して
⽇⽤品や⾷料品を販売

既存ストックを活⽤する都市公園を活⽤する

移動⼿段を確保する

⾃家⽤有償旅客運送にて
交通空⽩地の移動を⽀援

新しい地⽅経済・⽣
活環境創⽣交付⾦
第２世代交付⾦
（拠点整備事業）

バス便も少ないし
バス停から遠くて

そもそもそこまで⾏けないわ

特
例

特定⾏政庁の
許可を得て可能

事業者が定期的に
マルシェを開催

⇒毎回占⽤許可が
とれるか不安

事業計画の公表から
2年間占⽤許可が
円滑化される

住宅を住宅以外の
⽤途に転⽤すると
容積率の特例が
使えなくなってしまう
可能性がある

特定⾏政庁の
特例認定を

受けることが可能

第⼀種低層住居専⽤地域に整備
されたコンビニ併設型コミュニティ施設

都市公園にて開催されているマルシェ

※画像は事業のイメージであり、記載の交付⾦・補助⾦を活⽤しているものではない。

団地内の空き室を活⽤した惣菜店

・事業計画公表前に公聴
会を実施し、建築審査会
の同意を得ることが可能
・事業計画の基本的な⽅
針に適合する場合、特定
⾏政庁は建築基準法第
48条ただし書許可が可能
※事業計画の公表には国⼟交通
⼤⾂の同意が必要

・公園管理者は都市公園
法第7条の規定にかかわら
ず、技術的基準に適合す
る場合、占⽤許可を与える
※事業計画の公表には公園管理
者の同意が必要

・共同住宅の共⽤廊下、
駐⾞場等の容積率緩和
措置を引き続き受けられる
・事業計画の基本的な⽅
針に適合する場合、特定
⾏政庁は特例認定が可能

特
例

特
例

・ 事業計画の公表をもって実施主体は
道路運送法に基づく登録等をした
こととみなす

※事業計画の公表には国⼟交通⼤⾂の同意が必要 ⾃家⽤有償旅客運送

新しい地⽅経済・⽣
活環境創⽣交付⾦
第２世代交付⾦
（ソフト事業）

新しい地⽅経済・⽣
活環境創⽣交付⾦
第２世代交付⾦
（ソフト事業）

住宅市街地
総合整備事業

（団地ストック型）

坂道が
多い

団地内の
バス路線の
減便・撤退

なかなか買物に
出かけられないなあ

⾼齢者の
運転免許
返納

買物をする場所がないなあ
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【地域住宅団地再⽣事業】買い物⽀援の取組のイメージ



３．住宅団地再⽣に活⽤可能な主な⽀援制度
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国等の担当部署事業名

内閣府地域活性化伝道師

内閣府PPP/PFI専⾨家派遣制度

内閣府
（都市再⽣機構）URによる団地再⽣コーディネート業務

国⼟交通省スモールコンセッション（専⾨家派遣）

②アドバイザー紹介・派遣等

国の担当部署モビリティの確保に対する⽀援

内閣官房・内閣府新しい地⽅経済・⽣活環境創⽣交付⾦
（第２世代交付⾦︓ソフト事業）

国⼟交通省地域公共交通確保維持事業

環境省・
国⼟交通省地域の公共交通×脱炭素移⾏促進事業

国の担当部署住まいの確保等に対する居住⽀援

国⼟交通省サービス付き⾼齢者向け住宅整備事業

国⼟交通省⼈⽣100年時代を⽀える住まい環境整備モデル事業

こども家庭庁こどもの居場所づくり⽀援体制強化事業

国の担当部署計画策定、協議会活動等ソフト事業に対する⽀援

内閣官房・内閣府新しい地⽅経済・⽣活環境創⽣交付⾦
（第２世代交付⾦︓ソフト事業）

国⼟交通省住宅市街地総合整備事業（住宅団地ストック活⽤型）

国⼟交通省住宅団地再⽣推進モデル事業

国の担当部署交流拠点等の整備に対する⽀援

内閣官房・内閣府新しい地⽅経済・⽣活環境創⽣交付⾦
（第２世代交付⾦︓拠点整備事業）

内閣府地域再⽣⽀援利⼦補給⾦

国⼟交通省都市再⽣整備計画事業
（社会資本整備総合交付⾦、防災・安全交付⾦）

国⼟交通省都市構造再編集中⽀援事業

国⼟交通省スモールコンセッション（先導的官⺠連携⽀援事業）

国の担当部署既存ストックの改修による施設整備に対する⽀援

国⼟交通省空き家対策総合⽀援事業

国⼟交通省（上記のうち）空き家対策モデル事業

国⼟交通省優良建築物等整備事業（既存ストック再⽣型）

国⼟交通省マンション総合対策モデル事業

国⼟交通省⻑期優良住宅化リフォーム推進事業

①主な⽀援事業
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・⾼齢者の医療、福祉、買物⽀援などのニーズ、
⼦育て世帯の保育ニーズなどの⾼まり

・⼈⼝減少等により⽣活に必要なサービス供給が不⾜
・団地再⽣には住⺠、地域の事業者や各種団体など
様々な主体との調整が必要

・団地再⽣の経験、ノウハウの不⾜
・団地再⽣に必要な調整等まちづくりを担う⼈材不⾜

○住⺠のニーズ調査、団地再⽣に向けた地域
の連携体制の構築を⽀援

○団地への医療、福祉等の機能の導⼊に向け
たシナリオづくり

○団地再⽣事業のスキーム検討、計画作成
○地域の合意形成⽀援
○⺠間事業者の誘導⽅策の検討
○事業実施⼿続の⽀援
※ＵＲは、地方公共団体から委託を受けコーディネート業務を実施

地域の団地の課題

地⽅公共団体の課題

ＵＲによる団地再⽣コーディネート業務
（調査、調整、技術の提供）

ＵＲ団地内の集会所を改修し、地域包括⽀援センター、
医療介護サポートセンターなどを誘致。⾼齢になって
も住み続けられる住環境を整備

（ＵＲによるＵＲ団地再⽣の取組例）

ＵＲ団地再生の経験やノウハウを活用

＜ＵＲによるコーディネート＞
○地域住⺠の声を反映し、団地に必要な機能や事業
スキームを検討

○地⽅公共団体、⾃治会、医療関係者などの関係者によ
る協議会の⽴上げ、運営を⽀援 等

地⽅公共団体の団地再⽣の取組

構想・計画段階

事業化検討・
立上げ段階

事業実施段階

認定地域再⽣計画に基づく地域住宅団地
再⽣事業として、団地に医療、福祉、⼦
育て⽀援、⽣活利便等に関する機能を新
たに導⼊

（参考）小学校跡施設を利用して、福祉施設を導入。（北海道北広島市）

地方公共団体
の取組を支援

概要

○独立行政法人都市再生機構（ＵＲ）が、自ら管理する団地の再生等で蓄積してきた経験・ノウハウを提供し、
ＵＲ団地以外の住宅団地において、市町村が取り組む団地再生を支援する。

※UR法により再開発等に関するコーディ
ネート業務は⾏えるが、団地の利便施
設の導⼊等に必要な業務は⾏えない
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新しい地⽅経済・⽣活環境創⽣交付⾦について

新しい地⽅経済・⽣活環境創⽣交付⾦

デジタル技術を活⽤した地域の課題解決や魅⼒向上に
資する取組を⽀援デジタル実装型

書かない窓⼝ 地域アプリ オンライン診療

第２世代
交付⾦

農産物直売所・多世代
交流施設の⼀体的な整備
（分野横断的な⽀援）

最先端技術教育の拠点整備・実施
（ソフト・ハードの⼀体的⽀援）

地域の多様な主体が参画する
仕組みの構築

地⽅がそれぞれの特性に応じた発展を遂げることができるよう、⽇本経済成⻑の起爆
剤としての⼤規模な地⽅創⽣策を講ずるため、地⽅公共団体の⾃主性と創意⼯夫
に基づく、地域の多様な主体の参画を通じた地⽅創⽣に資する地域の独⾃の取組
を、計画から実施まで強⼒に後押し。

国の伴⾛⽀援の強化

地域防災
緊急整備型

避難所の⽣活環境を抜本的に
改善するため、地⽅公共団体
の先進的な防災の取組を⽀援

半導体等の戦略分野における
国家プロジェクトの産業拠点
整備等に必要となる関連イン
フラの整備を機動的かつ追加
的に⽀援

地域産業構造転換
インフラ整備推進型
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第２世代交付⾦の概要

 地⽅がそれぞれの特性に応じた発展を遂げることができるよう、⽇本経済成⻑の起爆剤としての⼤規模な地⽅創⽣策を講ずるため、
地⽅公共団体の⾃主性と創意⼯夫に基づく、地域の多様な主体の参画を通じた地⽅創⽣に資する地域の独⾃の取組を、計画
から実施まで強⼒に後押しする。

◆制度概要
交付上限額・補助率事業計画期間

１⾃治体当たり国費
都道府県︓15億円/年度
中枢中核︓15億円/年度
市区町村︓10億円/年度

補助率︓1/2

原則３か年度以内
（最⻑５か年度）ソフト事業

１⾃治体当たり国費
都道府県︓15億円/年度
中枢中核︓15億円/年度
市区町村︓10億円/年度

補助率︓1/2

原則３か年度以内
（最⻑５か年度）拠点整備事業

１⾃治体当たり事業計画期間中
の総国費

都道府県︓50億円
（単年度⽬安10億円）

中枢中核︓20億円
（単年度⽬安4億円）

市区町村︓10億円
（単年度⽬安2億円）

補助率︓1/2等
（各省庁の交付要綱に従う）

原則５か年度以内
（最⻑７か年度）

インフラ
整備事業

（注1）拠点整備事業及びインフラ整備事業における単年度の交付上限額は⽬安とする。

（注2）拠点整備事業の１事業当たりの事業計画期間における交付上限額（国費）につい
て、都道府県・中枢中核都市は15億円、市区町村は10億円を⽬安とする。

（注3）新規事業の通常の申請上限件数は、⾃治体の規模を問わず、10件とする。⼀定の条
件を満たす事業については、通常の申請上限件数の枠外として、２件の申請を可能とする。
（注4）インフラ整備事業は、ソフト事業⼜は拠点整備事業との組み合わせを要件とする。

① 地⽅公共団体の⾃主性と創意⼯夫に基づいた、地⽅創
⽣に資する地域の独⾃の取組を⽀援
※地⽅版総合戦略に基づき、⽬指す将来像及び課題の設定等、KPI設
定の適切性に加え、⾃⽴性、地域の多様な主体の参画等の要素を有
する事業を⽀援。

② ソフト＋ハードや分野間連携の事業を⼀体的に⽀援する
とともに、国による伴⾛⽀援を強化
• 申請の効率化を図る観点から、ハード・ソフトが⼀体となった事業も含
め、⼀本の申請で受付。

③ 事業の検討・実施・検証の各段階において、地域の多様
な主体が参画する仕組みの構築
• 産官学⾦労⾔の参画による事業の進捗状況・効果測定を実施し、効
果検証及び評価結果・改善⽅策の公表を義務化する。

◆評価基準

⽬指す将来像及び課題の設定 KPI設定の適切性

⾃⽴性 地域の多様な主体の参画
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○地方の大きな伸び代と地域特性を最大限に活か

し、東京一極集中の是正や地場産業の付加価値

向上、小規模自治体への徹底支援を通じて、地方

の暮らしの安定を実現し、「強い経済」を構築する

ため、大規模な地方創生策等を推進する。

○地場産業の付加価値向上など、地方公共団体

の自主性と創意工夫に基づく地域独自の取組

を、計画から実施まで後押しする。

○人口急減地域を含む小規模自治体も交付金を

十分に活用できるよう、国が申請から実施ま

で徹底的にサポートする。

国

交付金
都道府県
市区町村

○主な対象事業

事業概要・目的 事業イメージ・具体例

資金の流れ

○地方の大きな伸び代と地域特性を最大限に活かし、東京一極集中

の是正や地場産業の付加価値向上、小規模自治体への徹底支援を

通じて、地方の暮らしの安定を実現し、「強い経済」を構築する。

期待される効果

※地方財政措置については検討中。

・地方の大きな伸び代と地域の特性を最大限に活かすため、地方
公共団体の自主性と創意工夫に基づく地域の独自の取組を支援。

・各地方公共団体による産業クラスター計画や地場産業の
成長戦略が、真に地方の活力を最大化することに繋がるような取組を
支援。

※上記事業のうち、公共事業関係費予算は、各省庁への予算移替がある。

温泉施設等観光拠点の整備

スタートアップ⽀援拠点の整備 地場産品の販売促進

地域未来交付金（内閣府地方創生推進室）

令和８年度概算決定額 １,６0０.0 億円
（令和７年度予算額 ２,０００.０億円）
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第２世代交付⾦の採択事例（計画策定、協議会活動等ソフト事業に対する⽀援）
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第２世代交付⾦の採択事例（交流拠点等の整備に対する⽀援①）
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過去の地⽅創⽣関係交付⾦の採択事例（交流拠点等の整備に対する⽀援②）
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第２世代交付⾦の採択事例（既存ストックの改修による施設整備に対する⽀援）
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第２世代交付⾦の採択事例（モビリティの確保に対する⽀援①）
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第２世代交付⾦の採択事例（モビリティの確保に対する⽀援②）
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第２世代交付⾦の採択事例（モビリティの確保に対する⽀援③）



31

地域未来交付⾦の相談窓⼝


